
介護予防・日常生活支援総合事業における請求明細書と給付管理票の提出パターン

（１）総合事業サービスを利用する場合の給付管理票及び居宅介護支援費／介護予防支援費／介護予防ケアマネジメント費の作成

限度額管理
対象

限度額管理
対象外

1 ○ － － － － － ○ 要
居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理
対象サービス(*1)

居宅介護支援費

2 ○ ○ － － － － ○ 要
居宅サービス及び地域密着型サービスのうち限度額管理
対象サービス(*1)

居宅介護支援費

3 － ○ － － － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

4 － － － － － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

5 － － ○ － － － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

6 － － ○ ○ － － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

7 － － ○ － ○ － － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

8 － － ○ － ○ － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

9 － － ○ － － ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

10 － － ○ － － ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

11 － － ○ ○ ○ － － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

12 － － ○ ○ ○ － ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

13 － － ○ ○ － ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

14 － － ○ ○ － ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)

介護予防支援費

15 － － ○ － ○ ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

16 － － ○ － ○ ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

17 － － ○ ○ ○ ○ － 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

18 － － ○ ○ ○ ○ ○ 要
介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスのう
ち限度額管理対象サービス(*2)
総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)

介護予防支援費

19 － － － ○ － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費(*5)
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

20 － － － ○ ○ － － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

21 － － － ○ ○ － ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

22 － － － ○ － ○ － 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

23 － － － ○ － ○ ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

24 － － － ○ ○ ○ － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

25 － － － ○ ○ ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

26 － － － － ○ － － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

27 － － － － ○ － ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

28 － － － － ○ ○ － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

29 － － － － ○ ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

30 － － － － － ○ － 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

31 － － － － － ○ ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

32 － － － － － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

№

介護予防給付 総合事業
給付管理票

の提出
給付管理票に記載するサービス

居宅介護支援費/
介護予防支援費/

介護予防ケアマネジメント費

介護給付
利用サービス
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指定サービス
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のサービス
限度額管理
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限度額管理

対象
限度額管理

対象外
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限度額管理
対象

限度額管理
対象外

№

介護予防給付 総合事業
給付管理票

の提出
給付管理票に記載するサービス

居宅介護支援費/
介護予防支援費/

介護予防ケアマネジメント費

介護給付
利用サービス

利用者 指定サービス
指定サービス以外

のサービス
限度額管理

対象外
限度額管理

対象
限度額管理

対象外
限度額管理

対象

33 － － － － ○ － － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

34 － － － － ○ － ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

35 － － － － － ○ － 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

36 － － － － － ○ ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

37 － － － － ○ ○ － 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

38 － － － － ○ ○ ○ 要 総合事業サービスのうち限度額管理対象サービス(*3)
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

39 － － － － － － ○ 不要 －
介護予防ケアマネジメント費
（保険者へ請求(*5)）
（国保連への委託も可能）

(*1) (*2) (*4)
訪問介護 介護予防訪問入浴介護
訪問入浴介護 介護予防訪問看護
訪問看護 介護予防訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション
通所介護 介護予防福祉用具貸与 (*5)
通所リハビリテーション 介護予防認知症対応型通所介護
福祉用具貸与 介護予防小規模多機能型居宅介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護予防短期入所生活介護
夜間対応型訪問介護 介護予防短期入所療養介護（介護保健施設）
地域密着型通所介護 介護予防短期入所療養介護（介護療養施設等）
認知症対応型通所介護 介護予防短期入所療養介護（介護医療院）
小規模多機能型居宅介護 介護予防認知症対応型共同生活介護（短期利用型）
小規模多機能型居宅介護（短期利用型） 介護予防小規模多機能型居宅介護（短期利用型）
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護・短期利用型）
短期入所生活介護
短期入所療養介護（介護保健施設）
短期入所療養介護（介護療養施設等） (*3)
短期入所療養介護（介護医療院） 訪問型サービス（独自）
認知症対応型共同生活介護（短期利用型） 訪問型サービス(独自／定率)*4
特定施設入居者生活介護（短期利用型） 訪問型サービス(独自／定額)*4
地域密着型特定施設入居者生活介護（短期利用型） 通所型サービス（独自）

通所型サービス(独自／定率)*4
通所型サービス(独自／定額)*4

限度額管理対象／対象外サービスは市
町村が決定して国保連に連絡する

住所地特例適用被保険者の介護予防ケ
アマネジメント費は施設所在市町村へ請
求

事業対象者

－2－


